
○平塚市自転車等の放置防止に関する条例 

昭和５８年１０月１日 

条例第１７号 

改正 平成２３年９月２１日条例第１８号 

（目的） 

第１条 この条例は、公共の場所における自転車等の放置の防止及び自転車等の大量の駐

車需要を生じさせる施設における自転車等駐車場の設置について定めることにより、歩

行者等の安全な通行及び災害時における防災活動の場の確保並びに自転車等の適正な駐

車秩序の確立を図るとともに、都市の美観を保ち、地球環境に配慮した自転車の利用を

促進することで、良好な生活環境を保持することを目的とする。 

（定義） 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定める

ところによる。 

（１） 自転車 道路交通法（昭和３５年法律第１０５号）第２条第１項第１１号の２

に規定する自転車をいう。 

（２） 原動機付自転車 道路交通法第２条第１項第１０号に規定する原動機付自転車

をいう。 

（３） 自転車等 自転車及び原動機付自転車をいう。 

（４） 公共の場所 道路、駅前広場、公園、緑地その他公共の用に供する場所をいう。 

（５） 大型店舗等 百貨店、スーパーマーケット、銀行、遊技場等自転車等の大量の

駐車需要を生じさせる施設及び官公署等の公益的施設で規則で定めるものをいう。 

（６） 放置 自転車等が自転車等駐車場以外の場所に置かれている、又は自転車等駐

車場であつても適切に置かれていない状態にあり、かつ、当該自転車等の利用者が当

該自転車等を離れているため、直ちに当該自転車等を移動することができない状態を

いう。 

（市の責務） 

第３条 市は、自転車等駐車場の設置、自転車等の適正な駐車方法の指導啓発、民営自転

車等駐車場事業の育成、関係機関及び関係団体との協力体制の確立等総合的な自転車等

駐車対策の推進に努めるものとする。 



（利用者等の責務） 

第４条 自転車等の利用者は、公共の場所に自転車等を放置しないよう努めるとともに市

の実施する施策に協力しなければならない。 

２ 自転車等の利用者は、道路交通法その他の自転車等の利用に関する法令を遵守し、安

全に運転しなければならない。 

３ 自転車等の利用者は、当該自転車等を点検するように努めるとともに、必要に応じ整

備しなければならない。 

４ 駅又は停留場（一般乗合旅客自動車運送事業の停留場をいう。）周辺の居住者は、通

勤、通学等のため当該駅又は停留場への自転車等の利用を自粛するよう努めなければな

らない。 

５ 自転車の所有者は、当該自転車に住所及び氏名を明記し、自転車防犯登録を受けるよ

う努めなければならない。 

（小売業者の責務） 

第５条 自転車の小売を業とする者は、自転車の販売に当たり自転車に住所及び氏名を明

記し、自転車防犯登録を受けるよう勧奨に努めなければならない。 

２ 自転車等の小売を業とする者は、自転車等の販売又は修理に当たり自転車等を点検し、

必要に応じ整備するよう勧奨に努めなければならない。 

（大型店舗等の設置者の責務） 

第６条 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第８条第１項第１号の規定による商業

地域、近隣商業地域その他市長が特に必要と認める地域内（以下「商業地域等」という。）

において、大型店舗等を新築し、又は増築しようとする者は、当該大型店舗等若しくは

その敷地内又はその周辺に自転車等駐車場を設置し、これを適正に管理しなければなら

ない。 

２ 前項に規定する商業地域等における既存の大型店舗等の設置者又は商業地域等以外に

大型店舗等を新築し、若しくは増築しようとする者は、当該大型店舗等の利用者のため

に必要な自転車等駐車場を当該大型店舗等若しくはその敷地内又はその周辺に設置し、

これを適正に管理するよう努めなければならない。 

（自転車等駐車場の設置基準） 

第７条 前条に規定する自転車等駐車場についての設置基準その他必要な事項は、規則で



定める。 

（鉄道事業者等の協力） 

第８条 鉄道事業者及び一般乗合旅客自動車運送事業者は、市の実施する自転車等駐車対

策に積極的に協力しなければならない。 

（放置禁止区域の指定） 

第９条 市長は、大量の自転車等の放置により、良好な生活環境が著しく阻害されている

公共の場所及び災害時における防災活動が妨げられるおそれのある公共の場所を自転車

等放置禁止区域（以下「放置禁止区域」という。）に指定することができる。 

２ 市長は、放置禁止区域を指定しようとするときは、関係機関及び関係団体の意見を聴

かなければならない。 

３ 市長は、放置禁止区域を指定したときは、直ちにこれを告示し、かつ、当該放置禁止

区域にその旨を掲示するほか、周知に必要な措置を講じなければならない。 

（放置禁止区域の指定の解除等） 

第１０条 市長は、前条第１項に規定する事態が消滅したと認めるときは、放置禁止区域

の指定を解除しなければならない。 

２ 市長は、必要があると認めるときは、放置禁止区域の指定を変更することができる。 

３ 前条第２項及び第３項の規定は、前２項の規定により、放置禁止区域の指定を解除し、

又は放置禁止区域の指定を変更する場合について準用する。 

（自転車等の放置禁止） 

第１１条 自転車等の利用者は、放置禁止区域内に自転車等を放置してはならない。 

（放置された自転車等に対する措置） 

第１２条 市長は、放置禁止区域内に放置され、又は放置しようとする自転車等の利用者

に対し、当該自転車等を当該放置禁止区域から自転車等駐車場その他放置禁止区域以外

の適当な場所に移動するよう指導することができる。 

２ 市長は、放置禁止区域内に放置されている自転車等をあらかじめ市長が定めた場所に、

直ちに移動することができる。 

３ 市長は、放置禁止区域以外の公共の場所（市が設置するものに限る。次項において同

じ。）の良好な生活環境を保持する必要があると認めるときは、放置されている自転車

等を整理し、又は自転車等を放置し、若しくは放置しようとする自転車等の利用者に対



し当該自転車等を自転車等駐車場その他の適切な場所に移動するよう指導することがで

きる。 

４ 市長は、前項の規定による指導に従わず、自転車等が放置されている場合は、公共の

場所の良好な生活環境を保持するために特に必要があると認めるときは、当該自転車等

のうち相当の期間にわたり放置されている自転車等をあらかじめ市長が定めた場所に移

動することができる。 

５ 市長は、第２項又は前項の規定による移動を行う際に、防護柵、電柱その他の工作物

に鎖等により自転車等がつながれている場合において、当該鎖等を切断しなければ当該

自転車等を移動することができないと認められるときは、当該鎖等を切断することがで

きる。 

（移動した自転車等の措置） 

第１３条 市長は、前条の規定により自転車等を移動したときは、一定の期間保管しなけ

ればならない。 

２ 市長は、前項の規定により保管している自転車等の所有者の確認に努めなければなら

ない。この場合において、当該自転車等の所有者の確認ができたときは、当該所有者に

対し、速やかに当該自転車等を引き取るよう通知しなければならない。 

３ 市長は、前項に規定する通知をしたにもかかわらず、所有者が引き取らない自転車等

及び所有者の確認ができなかつた自転車等を第１項に規定する期間経過後、なお当該自

転車等を返還することができない場合においてその保管に不相当な費用を要するときは、

当該自転車等を売却し、その売却した代金を保管することができる。この場合において、

当該自転車等につき、買受人がないとき又は売却することができないと認められるとき

は、市長は、当該自転車等につき廃棄等の処分をすることができる。 

４ 市長は、第１項の規定により自転車等を保管したときは、一定の期間保管し、当該期

間経過後処分する旨を告示するほか、周知に必要な措置を講じなければならない。 

（移動、保管等に係る費用の徴収等） 

第１４条 市長は、第１２条第２項又は第４項の規定により自転車等を移動したときは、

当該自転車等の移動、保管その他の措置に要した費用として次に掲げる額を当該自転車

等を引取りに来た利用者等から徴収する。 

（１） 自転車 １台につき ２，０００円 



（２） 原動機付自転車 １台につき ４，０００円 

２ 市長は、当該自転車等を放置したことについて規則で定める特別の理由があると認め

るときは、前項の規定による費用の徴収を免除することができる。 

（適用上の注意） 

第１５条 この条例の適用に当たつては、他の法令の規定に基づく措置を妨げるものでは

ない。 

（委任） 

第１６条 この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。 

附 則 

この条例は、公布の日から起算して６月を経過した日（昭和５９年４月１日）から施行

する。 

附 則（平成２３年９月２１日条例第１８号） 

１ この条例は、平成２４年４月１日から施行する。 

２ この条例による改正後の第１４条の規定は、この条例の施行の日以後に移動した自転

車等の引取りについて適用する。 

 


